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事業用自動車の緊急点検の実施及び保守管理の徹底について 
 
 
 
 標記について、国土交通省自動車局整備課長から別添（平成２７年１２月２５日付け、国

自整第３２１号の４（以下「本省通達」という。））のとおり通達がありましたので了知され

るとともに、同種事故の再発防止を図るため、貴会傘下会員に対し、本省通達別添３に示さ

れている下記による車枠・車体の腐食に関する緊急点検を実施し、必要な防錆措置又は整備

を行う等、事業用自動車の保守管理について徹底を図るよう周知願います。 
 
 
記 

 
 
１．事業用自動車の下回りの主要骨格部分を含む自動車部品を点検ハンマーによる打音検

査等によるほか、各自動車メーカーが提供している情報を参考に腐食の有無等について

点検を行うこと。 
 
 ２．点検の結果、腐食が疑われる場合には、整備の必要性について整備工場等に相談し、

必要な防錆措置又は整備を行うなど適切に対処すること。 
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事業用自動車の緊急点検の実施及び保守管理の徹底について 
 
 
 
標記について、国土交通省自動車局整備課長から別添（平成２７年１２月２５日付け、国

自整第３２１号の４）のとおり通達がありました。 
ついては、貴会傘下会員が保有している事業用自動車についても、同種事故の発生を防止

するため、下回りの主要骨格部分の点検をはじめ、保守管理を徹底して頂きますよう周知方

よろしくお願いします。 
  




















